
（件名）　東京外環自動車道　幸魂橋耐震補強工事

№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

割掛対象表P7　台船曳航費Ａ
金抜設計書（単価表）P13
126仮設締切工Ａ、128浚渫工Ａ

台船曳航費Ａは、割掛対象表によると仮設締切工Ａと浚渫工Ａを対象としており
ます。金抜設計書（単価表）には、仮設締切工Ａは１箇所、浚渫工Ａは236m3と
異なる単位で記載されております。このように単位が異なる場合、台船曳航費Ａ
を仮設締切工Ａと浚渫工Ａに振り分ける計算方法をご教示ください。

積算の内容に関する質問はお答えできません。

2

入札公告（説明書）別紙『契約手続き日程』 別紙『契約手続き日程』によると、参考見積書の提出は令和４年８月29日、訂正
参考見積書提出期限は令和４年11月22日、入札書等提出期限は令和５年１月20日
と記載されております。材料単価の変動が大きい昨今においては、参考見積書の
提出日と訂正参考見積書提出時期では、材料単価が異なることが想定されます。
そのため、訂正参考見積書提出の際は、提出時期の最新材料単価を採用すると考
えてよろしいでしょうか。さらに、入札書等提出の際も、提出時期の最新材料単
価を採用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

3

割掛対象参考内訳書P4
剥離剤用安全衛生保護具費Ａ

剥離剤用安全衛生保護具費Ａの単価には安全衛生保護具と併せて、塗料の剥離作
業に関する厚労省通達に基づき、粉じんを外部に持ち出さないよう洗身や作業衣
等の洗浄等に必要な機器類（エアシャワー、除塵掃除機、セキュリティールー
ム）、また、隔離区域内の粉塵を集塵するための集塵排気装置も含まれると考え
てよろしいでしょうか、ご教示ください。

特記仕様書25.補足事項（5）に示すとおり塗膜成分調査結果に基づ
く環境対策（剥離剤用養生設備工費、剥離剤用環境対策資機材）及
び廃塗膜処理は協議対象となります。

質問書に対する回答


